
 - 1 - 

 

事例番号：２６００２９ 

原 因 分 析 報 告 書 要 約 版 

 

産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第四部会 

 

１．事例の概要 

  初産婦。妊娠３４週４日、妊産婦は少量の性器出血がみられたため搬送元

分娩機関を受診し、切迫早産と診断され入院となった。管理入院中の妊娠３

５週６日、５～６分毎の子宮収縮がみられ、陣痛発来と判断されリトドリン

塩酸塩が中止された。陣痛発来から５時間後、妊産婦に、言動の不穏状態、

呼吸促迫症状、強い下腹部痛がみられた。胎児心拍数は６０～８０拍／分と

低下し、回復はみられなかった。超音波断層法で胎盤後血腫や胎盤肥厚は認

められず、羊水塞栓症が疑われ、高次医療機関である当該分娩機関へ母体搬

送となった。徐脈出現から約５０分後、搬送直前の胎児心拍数は１００～１

２０拍／分であった。当該分娩機関入院時の血液検査では、ヘモグロビン１

１．７ｇ／ｄＬ、血小板１１．６万／μＬ、ＦＤＰ７０４８μｇ／ｍＬ、Ｄ

－ダイマー１８５５μｇ／ｍＬ、フィブリノーゲン定量２５ｍｇ／ｄＬ未満、

アンチトロンビンⅢ７５．６％であり、ＤＩＣが認められた。胎児心拍数は

ドップラで１６０拍／分台であった。当該分娩機関到着から４４分後に帝王

切開が行われ、その６分後に児が娩出された。羊水混濁、血性羊水はみられ

なかった。胎盤病理組織学検査が行われ、明らかな梗塞や羊膜の混濁、母体

側の血腫付着はなく、絨毛膜と極わずかに羊膜への炎症の波及がみられ絨毛

膜羊膜炎の所見であるが、臍帯に好中球浸潤はみられないとの結果であった。
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また、血液検査では、亜鉛コプロポルフィリンは１．２ｐｍｏｌ／ｍＬ、シ

アリルＴＮ抗原（ＳＴＮ）は検体量不足のため不明であった。 

  児の在胎週数は３６週０日、出生時体重は２２７０ｇであった。臍帯動脈

血ガス分析値は、ｐＨ７．０７４、ＢＥ－１３．４ｍＥｑ／Ｌであった。出

生時、四肢はだらりとし啼泣はみられず、バッグ・マスクによる人工呼吸が

開始された。アプガースコアは、生後１分４点（心拍２点、筋緊張１点、反

射１点）、生後５分７点（心拍２点、呼吸１点、筋緊張２点、反射１点、皮膚

色１点）であった。生後１日の頭部ＭＲＩ検査では、拡散強調像で両側大脳

半球脳回と両側視床および両側尾状核の高信号を認め、広範で重篤な脳損傷

の所見であり、Ｔ１強調像で髄質が皮質との境界まで低信号で、虚血性変化

が強く出ていると判断された。生後３６日の頭部ＭＲＩ検査では、多嚢胞性

脳軟化と考えられる所見とｐｒｏｆｏｕｎｄ ａｓｐｈｙｘｉａに伴う実質

障害と考えられる所見が認められた。 

  本事例は診療所から病院へ母体搬送された事例である。搬送元分娩機関で

は、産科医２名（経験１８年、２１年）と助産師４名（経験３～２８年）が

関わった。当該分娩機関では、産科医３名（経験４年、８年、１３年）、小児

科医２名（経験３年、６年）、麻酔科医３名（経験３年、５年、１８年）と、

助産師１名（経験２年）、看護師２名（経験６年、２３年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

  本事例における脳性麻痺発症の原因は、陣痛発来から母体搬送までの約５

０分間、低酸素状態が持続したことによって生じた胎児低酸素・酸血症であ

ると考えられる。胎児低酸素・酸血症の原因は、妊産婦の臨床症状、および

高度なＤＩＣなどの所見から、臨床的羊水塞栓症の可能性が高いと考える。 
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３．臨床経過に関する医学的評価 

  搬送元分娩機関において、胎児発育評価について胎児推定体重を測定しな

かったことは一般的ではない。妊娠３４週４日、搬送元分娩機関受診後、切

迫早産と診断し入院管理としたこと、切迫早産の管理は一般的である。分娩

機関の選択について説明を行ったことは一般的である。妊娠３５週６日、陣

痛発来と判断しリトドリン塩酸塩を中止したこと、分娩監視装置を装着し胎

児の状態を確認したことは一般的である。胎児心拍数の低下に対し体位変換

や呼吸法による腹圧制御、酸素投与を行い、医師へ連絡したことは一般的で

ある。また、胎児機能不全と診断し、内診所見から経腟分娩は不可能と判断

し帝王切開を選択したことも一般的である｡母児の救命のため高次医療機関

への母体搬送を決定、速やかに搬送依頼を行ったことは適確である。 

  当該分娩機関において、妊産婦の到着から４４分で帝王切開を開始したこ

とは一般的である。出生後速やかにバック・マスクによる蘇生を開始したこ

とは一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）搬送元分娩機関および当該分娩機関における診療行為について検討すべ

き事項 

 （１）搬送元分娩機関における診療行為について 

   本事例では、胎児発育評価について、児頭大横径と大腿骨長のみで胎

児推定体重が測定されていなかった。「産婦人科診療ガイドライン―産科

編２０１１」に則して胎児発育不全のスクリーニングを行うことが望ま

れる。 

（２）当該分娩機関における診療行為について 

    特になし。 
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２）搬送元分娩機関および当該分娩機関における設備や診療体制について検

討すべき事項 

   特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

   羊水塞栓症の病態解明、管理方法、ならびに意識障害がある事例の急

速遂娩および麻酔の方法の指針を検討することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

   特になし。 


